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本公募は、令和８年度補正予算の成立を前提とした事前準備手続きであり、予

算成立後に効力を生じる業務である。補正予算が成立しなかった場合には、契約

を締結しない可能性があるほか、成立した補正予算の金額によっては、事業内容

を変更する可能性がある。なお、契約締結をしない場合であっても、応募者が本

業務を実施するために支出した費用（準備行為を含む。）、提供した知見の対価等

については、一切補償しない。 

 

本市では、令和８年３月に「八戸市ＧＸ・次世代エネルギービジョン２０５０」（以

下、「ビジョン」とする。）を策定しており、令和８年度にビジョンに基づくプロジェ

クトの検討作業を行う予定としている。 

本実施要領は、プロジェクト検討作業の支援業務を委託するにあたり、企画提案を

広く募集し、委託候補者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

実施要領 

 

１．企画提案を求める事業内容 

（１）名称 

官民連携ＧＸ・次世代エネルギー推進プロジェクト検討支援業務 

 

（２）業務内容 

   別紙「官民連携ＧＸ・次世代エネルギー推進プロジェクト検討支援業務委託要

求水準書」（以下、「要求水準書」という。）のとおり。 

 

（３）委託期間 

   契約締結日の翌日から令和９年３月 31日（水）まで 

 

（４）委託料上限額 

   15,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（５）契約方法 

   公募型プロポーザル方式（書類審査）による一者随意契約 

 

２．参加資格等 

参加資格を有する者は、（１）又は（２）のいずれかの条件を満たす者とする。 

（１）参加者が単体の法人等の場合は、次の条件を全て満たすこと 

① 企業、ＮＰＯ法人、その他の法人であって、委託事業を的確に遂行するに足

りる能力を有すること。 

② 本業務を円滑に遂行するための経営基盤、必要な経理的基礎、管理能力を有

すること。 

③ 公告日から起算して過去５年間において、元請として地方自治体発注の類似

業務に係る実務実績を有すること。 



2 

④ 宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者

を含む）や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴

力団員の統制の下にある団体ではないこと。 

⑤ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項又は八戸市

財務規則（昭和 54 年八戸市規則第１号）第 114 条の規定に該当しない者であ

ること。 

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされて

いる者ではないこと。 

⑦ 租税公課の滞納がないこと。 

⑧ 個人情報の取扱いについて、適切な措置を講じていること。 

 

（２）参加者が共同企業体である場合は、次の条件を全て満たすこと 

上記「２．参加資格等」（１）の①から③の条件を共同企業体の代表事業者が満

たし、かつ①から②及び④から⑧の条件を共同企業体のすべての構成事業者が満

たしていなければならない。 

その上で、次の事項に留意すること。 

① 参加申込書を提出する際に、業務委託共同企業体協定書（様式７）を提出す

ること。これに基づき、本委託業務を共同で行うこと。 

② 共同企業体を構成する事業者のうち、１事業者を代表事業者として定めるこ

と。また、代表事業者及び構成事業者を変更することはできない。 

③ １事業者が複数の共同企業体に所属することはできない。また、共同企業体

に所属しながら自らが単独で参加することはできない。 

 

３．業務実施上の条件 

 本業務の全部又は主たる部分（本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法

の決定及び技術的判断等）を第三者に委託又は請け負わせることはできないものと

する。また、本業務の主たる部分以外の部分について第三者に委託又は請け負わせ

る場合は、個人情報の取扱いに十分注意し、事前に八戸市の承認を得た上でこれを

行うものとする。 

 

４．選考スケジュール（予定） 

期日 内容 

５月 25日(月) 17時まで 質問の受付期間 

６月１日(月) まで 質問に対する回答期限 

６月８日(月) 17時まで 参加表明書の提出期限 

６月 18日(木) 17時まで 企画提案書の提出期限 

６月 25日(木) まで 選考結果の通知 

６月 30日(火) まで 契約に関する協議・締結 
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５．質問の受付及び回答 

（１）質問方法 

電子メールにより「質問書（様式１）」を提出すること。 

※電子メール送信後は市担当者に電話で受信確認の連絡をすること。 

メール：shoko@city.hachinohe.aomori.jp 

電 話：0178-43-2162（八戸市商工課直通） 

 

（２）受付期限 

令和８年５月 25日（月）17時まで（必着） 

 

（３）回答方法 

電子メールにより回答する。 

 

（４）備考 

・質問内容及び回答は、質問者を伏せた上で、市ホームページに掲載する。 

・質問は、企画提案書の作成、提出に必要な事項及び事業実施に係る条件に限る

ものとし、評価及び審査に係る内容など、本事業の実施に必要ないと判断され

るものについては回答しない。 

 

６．申込手続き 

（１）参加表明書の提出 

本プロポーザルに参加する意向がある事業者は、６（２）①の企画提案書や添

付書類の提出に先立って、参加意向（参加表明書の提出）を表明すること。 

 

①参加表明方法 

電子メールにより「参加表明書（様式２）」を提出すること。 

※電子メール送信後は市担当者に電話で受信確認の連絡をすること。 

メール：shoko@city.hachinohe.aomori.jp 

電 話：0178-43-2162（八戸市商工課直通） 

②提出期限 

令和８年６月８日（月）17時まで（必着） 

 

（２）企画提案書・添付書類の提出 

①提出書類 

書類名称 様式 部数 

ア 参加申込書 様式３ １部 

イ 会社概要書 任意様式 

（パンフレット可） 

６部 

ウ 企画提案書 任意様式 ６部 

mailto:shoko@city.hachinohe.aomori.jp
mailto:shoko@city.hachinohe.aomori.jp
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エ 経費積算書 様式４ ６部 

オ 誓約書 様式５ １部 

カ 履歴事項全部証明書（※１）  １部 

キ 印鑑証明書（※１）  １部 

ク 業務委託共同企業体協定書（※２） 様式７ １部 

ケ 納税証明書（※３）  １部 

※１ 参加表明書提出時点で八戸市の「競争入札参加資格者名簿」に記載され

ている者はカ～キについて省略することができる。 

※２ 共同企業体として参加する場合のみ提出すること。 

※３ 上記ク納税証明書について 

税目 内容 請求先 

市税 

※八戸市内の業者の場合

のみ提出 

市税の滞納が無いことの

証明 

八戸市 

資産税課 

法人税 

未納税額の無いことの証

明（納税証明書「その３」

又は「その３の３」） 

本店所在地 

管轄の税務署 

②企画提案書の記載項目 

項目 記入内容 

実施内容 タスクフォース設置の目的を達成することを踏まえ、

下記の事項について記載すること。 

ア 地域特性を活かしたGX推進の可能性と課題 

 本市のビジョンや産業構造を踏まえ、カーボンリ

サイクルや次世代エネルギー拠点の形成を始めとす

るＧＸ推進全般に向けた本市の「強み」と「課題」を

分析すること。 

イ ＧＸ・次世代エネルギーに関する最新の国策等の動向 

 本市が優先的に取り組むべきＧＸ推進（次世代エ

ネルギー導入及び地域企業に対する支援策等）の方

向性を検討するため、水素・アンモニア等の次世代

エネルギーを始めとするＧＸ全般に関する最新の知

見や国の支援制度を体系的に整理・分析すること。 

ウ タスクフォースの実効性を高める運営手法と工程 

 タスクフォースの運営を円滑に行うための具体的

なマネジメント手法（会議体の運営、伴走支援等）

およびスケジュールを提示すること。 
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実施管理体制 

・実績 

エ 業務遂行体制と担当者の専門性 

 プロジェクトの管理責任者、および各スタッフの

役割分担を明確にし、次世代エネルギー分野や合意

形成業務に関する各人の専門性（経歴、保有資格、

過去の関与プロジェクト等）を記載すること。 

オ 確実な業務管理とリスク対応 

 タスクフォース構成員との連絡調整や、検討状況

の進捗報告のフローを示すとともに、意見の対立や

スケジュールの遅延等、想定されるリスクに対する

具体的な対応策（バックアップ体制等）を記載する

こと。 

カ 類似実績やネットワークの活用 

 国や他自治体等における関連業務の実績を簡潔

に示し、そこで培ったノウハウや、ネットワーク（専

門家、研究機関、関連企業等）を、本市でのプロジ

ェクト検討にどのように活用できるか記載するこ

と。 

経費積算書 

（様式４） 

キ 実施内容ごとに経費を記載すること。 

 【留意事項】 

・提案書はＡ４片面カラー印刷とすること。 

・再委託を見込む場合は、その範囲と再委託先を記載すること。 

③提出先 

八戸市 商工労働まちづくり部商工課 次世代エネルギー導入・産業創造推進室 

住所：〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号（八戸市庁別館５階） 

④提出期限 

 令和８年６月 18日（木）17時まで（必着） 

⑤提出方法 

 持参又は郵送で提出すること。 

⑥提案に係る留意事項 

 ア 企画提案は１者につき１提案とすること。 

イ 提出された書類は返却しない。 

   ウ 提出された書類の内容について、関係機関に照会する場合がある。 

   エ 書類郵送トラブルによる損害等については、八戸市は一切責任を持たない。 
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７．選考及び委託候補者の選定 

（１）選考の実施 

提出された企画提案書等は、委託候補者選考委員会により書類選考を行う。な

お、選考は委託候補者選考委員会において非公開により行うものとし、提案者が

１者のみの場合であっても委託候補者選考委員会を実施する。 

 

（２）選考方法 

① 選考は委託候補者選考委員の合計点数が高い者を委託候補者として決定す

る。 

② 合計点数が同点の参加者が複数存在する場合は、別表２の評価項目「業務の

理解度」の点数の高い者を上位とする。 

③ ②により順位が決しない場合は、別表２の評価項目「企画提案力・実績」の

点数が高い者を上位とし、以下同様に順位が決しない場合は、次の評価項目か

ら順に点数を比較し、当該評価項目の点数が高い者を上位とする。 

④ 上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、委託候補者として選定

しない。 

ア 合計得点が総得点（満点）の６割未満の場合 

イ （３）選考項目及び評価基準のいずれかの評価項目において、評価区分を

Ｅとした委員が半数以上いた場合 

ウ （３）選考項目及び評価基準のいずれかの評価項目において、評価区分を

Ｆとした委員が２名以上いた場合 

 

（３）選考項目及び評価基準 

選考項目及び評価基準は次のとおりとする。 

項目 観点 配点 

業務の理解度 ビジョンや産業構造等の地域特性を理解し、ＧＸ推

進全般に向けた本市の「強み」と「課題」を的確に把

握・分析できているか。 

10 

提案内容全般について、技術論のほか、社会実装に向

けた法規制や経済合理性の課題を理解しているか。 

10 

水素・アンモニア等の次世代エネルギーを始めとす

るＧＸ全般に関する最新の知見や国の動向、国の支

援制度等を体系的に把握・整理できているか。 

10 

企画提案力・ 

実績 

官民連携による具体的なプロジェクト（実証実験や

事業化など）の創出に向けた、実現性の高い道筋が示

されているか。 

20 

類似業務（自治体によるＧＸや次世代エネルギーの

導入推進、カーボンリサイクル関連プロジェクト検

討や、官民連携プラットフォームの運営支援）の実績

10 
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項目 観点 配点 

やノウハウに基づいた企画提案がされているか。 

実施体制 ＧＸやエネルギー分野の専門家及びタスクフォース

運営に必要なファシリテーション能力を持つ担当者

がいるか。 

20 

スケジュール管理や会議録作成、資料作成の質が期

待できるか。 

10 

経費の妥当性 提案内容に対して見積額が適正であり、経費の内訳

が明確に示されているか。 

10 

合 計 100 

（４）採点基準 

「（３）審査項目等」に示すそれぞれの審査項目について、次表中「評価内容」

及び「評価区分」に従って、企画提案書等の内容を評価する。 

当該評価を基に、同表中「得点化基準」に従って得点化し、評価点を算定する。 

 

評価内容 評価区分 得点化基準 

非常に優れている Ａ 配点×1.0 

優れている Ｂ 配点×0.8 

標準的である Ｃ 配点×0.6 

劣っている Ｄ 配点×0.4 

非常に劣っている Ｅ 配点×0.2 

評価できない（※） Ｆ ０ 

※書類に記載がない又は理解度・能力の程度が著しく欠如しているもの 

 

（５）選考結果の通知 

選考結果は、令和８年６月 25日（木）までに、提案者全員に、電子メールで通

知する。なお、選考結果に関する質問には応じない。 

 

８．失格事項 

次のいずれかに該当する場合、申込又は委託候補者としての決定を取り消す。 

① 正当な理由なく契約を締結しないとき。 

② 提出書類に虚偽の事項を記載していたことが明らかになったとき。 

③ 契約締結前に参加資格のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 

④ 著しく社会的信用を損なう行為等により、契約の相手方としてふさわしくない

と八戸市が判断したとき。 

 

９．契約 

選考後、委託候補者と企画提案書の内容をもとに、業務履行に必要な具体的な
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協議を行い、仕様書を作成する。協議が調い次第、改めて見積書を徴収し、予定

価格以内の場合、法令等に則り、委託契約を締結する。 

 

10.留意事項 

① 参加表明等について取り下げる場合、市担当者に電話連絡のうえ、速やかに「辞

退届（取下願）（様式６）」を提出してください。 

② 提出された書類は、原則として八戸市に対する情報公開請求の対象文書となる。 

③ 本業務の取組状況や成果については、随時、市のホームページや広報誌で公開

する場合がある。 

④ 本プロポーザルの参加（企画提案書等の作成・提出等）に要する費用は、すべ

て参加者の負担とする。 
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11．問合せ先 

  八戸市商工労働まちづくり部商工課 次世代エネルギー導入・産業創造推進室 

  住 所：〒031-8686 八戸市内丸一丁目１番１号（八戸市庁別館５階） 

  電 話：0178-43-2162 

  メール：shoko@city.hachinohe.aomori.jp 

 

12. 関係書類 

・様式１ 質問書 

・様式２ 参加表明書 

・様式３ 参加申込書 

・様式４ 経費積算書 

・様式５ 誓約書 

・様式６ 辞退届（取下願） 

・様式７ 業務委託共同企業体協定書 

  

mailto:shoko@city.hachinohe.aomori.jp
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【参考】 

〇地方自治法施行令 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 167条の４ 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次 

の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

（１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 32 条第１

項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当 

すると認められるときは、その者について３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させな

いことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者に

ついても、また同様とする。 

（１）契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質 

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

（２）競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立 

を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

（３）落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（４）地方自治法第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執

行を妨げたとき。 

（５）正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

（６）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に 

虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

（７）この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を

契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。 

〇八戸市財務規則 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第 114 条 市長又は契約担当者（以下「契約担当者等」という。）は、一般競争入札に参加しよう

とする者が令第 167 条の４第２項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者につい

て３年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人

その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 


